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10月（神無月） OCTOBER

10日・体育の日

追徴課税など税務署の処分に不服があると
きに、国税不服審判所に処分の取消しや変更
を求め審査請求するのが「不服申し立て」。
これに対し裁判所に判断を求めるのが「訴
訟」。平成16年度は不服申し立てのうち14.6％
で何らかの形で納税者の主張が通り、訴訟の
うち11.9％で納税者が勝訴しています。

国　税／9月分源泉所得税の納付 10月11日

国　税／特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10月17日

国　税／8月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 10月31日

国　税／2月決算法人の中間申告 10月31日

国　税／11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告

（年間3回の場合） 10月31日

地方税／個人の道府県民税及び市町村民税の第3期分

納付 市町村の条例で定める日

労　務／労働者死傷病報告（7月～9月分）10月31日

労災の年金受給者の定期報告

（7月～12月生まれ） 10月31日

不服申し立てと訴訟

1 0 月 の 税 務 と 労 務
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会社を巡る法律が大きく変

わります。今まで商法、有限

会社法、商法特例法の各規定

に分かれていた会社に関する

法律を「会社法」としてまと

め再編成するもので、平成18

年４月または５月から施行さ

れる予定です。

有限会社を株式会社に統合

注目すべき一番の内容は、

有限会社と株式会社との統合

です。施行日以降はすべて、

株式会社として設立されるこ

ととなり、有限会社を設立す

ることはできません。ただし、

現行の有限会社は株式会社に

することも、そのまま有限会

社で存続することも自由で

す。

この場合、「有限会社」の

商号使用を引き続き認めるな

ど必要な経過措置が設けられ

ています。

最低資本金制度を撤廃

株式会社の最低資本金制度

が撤廃され、設立に際して出

資すべき金額については、制

限を設けないことになりまし

た。

現在、株式会社1,000万円、

有限会社300万円が最低資本

金となっていますが、改正後

は資本金額を自由に決めるこ

とができ、現行の有限会社の

簡易さで株式会社が設立でき

るようになるというわけです。

また、発起設立により会社

を設立する場合、金融機関が

発行する「払込金保管証明書」

を不要とし、残高証明書で足

りるものとしています。これ

により、発起設立がしやすく

なり、これから会社を興そう

という人達には朗報となるで

しょう。

なお、「中小企業挑戦支援

法」により現在、資本金が１

円の株式会社の設立が可能と

なっています。この場合、５

年以内に資本金1,000万円以上

に増資しなければ株式会社と

して存続できなかったのです

が、改正により、この増資が

不要となります。つまり資本

金１円のままでも構わないと

いうことです。

取締役１名も可能に

会社の機関については、機

関設計の柔軟化が図られ、取

締役会、監査役・監査役会、

会計参与、会計監査人又は３

委員会等（指名委員会、監査

委員会、報酬委員会、執行役）

を各機関との関係において設

置に制限があるものの、自由

に設置することができるもの

となっています。

現行法においては取締役は

３名以上いなければなりませ

んが、改正では取締役会を設

置しない場合は１名でも可能

となります。

取締役の任期については、

原則として選任後２年以内の

最終の決算期の定時総会の終

結の時までとし、監査役の任

期は選任後４年以内の最終の

決算期の定時総会終結の時ま

でとするものとされていま

す。株式譲渡制限会社につい

ては、定款で、これらの任期

を最長10年以内の最終の決算

期の定時総会の終結の時まで

伸長することができます。

さらに、取締役会の書面決

議も各取締役が同意して定款

で定めれば、書面又は電磁的

方法（電子メール等）で行う

ことができるようになります

から若い経営者等には朗報と

なるでしょう。

合同会社を創設

また、新しい会社形態とし

て合同会社が新たに創設され

ます。合同会社は、株式会社

と同様に、その出資者（社員）

は有限責任となり、社員は出

資した額だけの責任を負うこ

とになります。

合同会社が株式会社と違う

のは、その運営が合名会社や

合資会社と同じように「組合

式」で運営されることです。

株式会社では持ち株数に応じ

て議決権があり、利益も持ち

株数に応じて分配します。

つまりお金のある人が有利

となる資本主義です。それに

対して「組合式」では、利益

分配や意思決定などの方法が

定款で自由に決めることがで

きるため、人的資源の活用が

可能となります。
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会社法が変わる 
機関設計が多様化した 
新会社法の成立 
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国の施策は、国が直面して

いる問題点の鏡であるともい

えます。

助成金は国の施策の一つで

す。

助成金とか、補助金とか呼

ばれているものは、国などが

支援する資金で「原則　返還

不要」の資金です。これらの

助成金は国の重点政策の鏡で

すから、かなり手厚い内容と

なっています。

助成金等は大きく次の３つ

の役割に分かれます。
a 経済産業省が所管する研

究開発や新規創業・新分

野進出などに関わるもの
s 商店街や地域などの活性

化を支援するもの
d 雇用に関わるもの

「助成金」とネーミングされる

ものは、雇用に関わるものが

多いようです。

さて、助成金は

● 取扱窓口が分散してわか

りづらい

● 種類が多すぎてどれを受

給できるかわからない。

●　手続きが煩雑

● 書類作成が自社では困難

等々の理由により、なじみが

ない方が多いのかもしれませ

ん。

雇用に関わる助成金の財源

は企業が国に納める雇用保険

料から賄われています。雇用

保険料は支払給与の1000分の

19.5（一般の事業の場合）と

されていますが、労働者から

1000分の８、事業主から1000

分の11.5という料率が決まっ

ているのです。

事業主の超過負担分（11.5/

1000－8/1000）は、雇用保険

三事業に使われ、助成金はこ

こから使われます。

ですから、利用できるもの

があればできるだけ利用した

いものです。

さて、創業はここ数年の国

を挙げての政策です。「創業」

というネーミングは初めて事

業を起こすものだけと思いが

ちですが、新分野の進出（第

二創業）などにも利用できる

ものが中にはありますので、

新たに事業展開を考えている

方も注目するように心がけて

下さい。

公的創業関連機関において

も創業意向者からの相談が多

いといわれている助成金を３

つ紹介します。

詳細な申請件数などは、ど

この公的機関の相談窓口も発

表していません。ですから、

数ある助成金のうち、創業・

人手不足・高齢化社会を切り

口にした助成金に国の政策の

エッセンスがあるはずです。

３つの助成金の概要は次の

とおりです。

■…中小企業者基盤人材確保助

成金（雇用・能力開発機構）

□…都道府県知事の認定を受

け、新分野進出、創業等に伴

い、新たに経営基盤の強化に

資する労働者を雇い入れた場

合、その賃金に相当する額の

一部として一定額を助成する

制度です。

■…高齢者等共同就業機会創出

助成金（高齢者雇用開発協

会）

□…45歳以上の高年齢者等３人

以上がその職業経験を活か

し、共同して創業（法人を設

立）し、高年齢者等を雇い入

れて継続的な雇用・職業の場

を創設・運営する場合に、当

該事業の創設に要した一定範

囲の費用について助成する制

度です。

■…地域創業助成金（高齢者雇

用開発協会）

□…地域貢献事業を主たる事業

として行う法人を設立又は個

人事業を開業し、65歳未満の

非自発的離職者１人以上を含

む２人以上の常用労働者及び

短時間労働者を雇用した場合

に、新規創業に係る経費及び

労働者の雇い入れについて支

援する助成金です。

国
策
と
助
成
金 

※雇用保険三事業（雇用安定、

能力開発、雇用福祉）は、雇用保

険法に基づき、失業の予防、早期

再就職の促進、雇用機会の増大、

労働者の能力開発及び向上等を図

ることを目的とする事業です。
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偽
造
カ
ー
ド
に
よ
る
預
金
の
不
正
引
き

出
し
対
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
導
入
が
進
め

ら
れ
て
い
る
の
が
「
Ｉ
Ｃ
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ

ー
ド
」
で
す
。

一
口
に
Ｉ
Ｃ
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
と
い

っ
て
も
、
そ
の
形
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

代
表
例
が
「
手
の
ひ
ら
静
脈
認
証
」
タ
イ

プ
。
こ
れ
は
手
の
ひ
ら
の
静
脈
の
形
で
本

人
確
認
を
す
る
生
態
認
証
機
能
付
き
の
カ

ー
ド
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
デ
ー
タ
を
読
み

取
ら
れ
る
タ
イ
プ
の
犯
罪
は
か
な
り
軽
減

さ
れ
ま
す
が
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
対
応
Ａ
Ｔ
Ｍ

以
外
で
は
利
用
出
来
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｉ
Ｃ
と
磁
気
方
式
を

併
用
し
た
タ
イ
プ
は
、
通
常
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
で

も
利
用
で
き
ま
す
。
利
便
性
は
高
ま
り
ま

す
が
、
磁
気
方
式
の
併
用
に
よ
り
安
全
面

で
は
少
し
不
安
が
残
り
ま
す
。
そ
れ
を
回

避
す
る
た
め
に
、
磁
気
方
式
に
よ
る
取
引

時
の
利
用
限
度
額
を
事
前
に
自
由
に
設
定

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

各
自
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
利
用
状

況
や
利
用
場
所
（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）
を
考
慮
し
て
、

最
も
適
し
た
カ
ー
ド
を
選
択
し
て
い
く
必

要
が
あ
り
そ
う
で
す
。

エコ、スローライフの
次に来るもの＝ロハス

日本でもスローライフという考え方が定着
しつつありますが、昨年あたりから静かな広
がりをみせているのが「ロハス」という考え
方です。
ロハスとは、健康を重視するだけでなく、

環境負荷の少ない持続可能な社会を意識した
暮らしを指します。
米国の「ナチュラル・マーケット研究所」

の調べ（2003年）では、すでに米国の成人の
32.3％、約6,800万人もが、ロハスを意識した
消費行動をとっているとし、その市場規模は
約30兆円に達しているといいます。また、環
境問題に早くから取り組んでいるＥＵにおい
ては、およそ成人の35％が「ロハス」な消費
者だと言われています。
ではどんな人が「ロハス」な消費者なので

しょうか。それは大きく５つの要素から成り
立っていると言われています。

１つは持続可能な経済への貢献。つまり、
なるべく地球環境に負荷をかけないよう自然
エネルギーやリサイクル品を利用すること。
２つ目が代替医療。代替医療とは鍼や整体、

ハーブなど、薬や手術などによらない自然治
癒力を利用する医療法です。
３つ目が健康的なライフスタイル。有機野

菜や化学添加物の少ない食べ物を選び、なる
べく薬に頼らない生活を意識します。
４つ目が環境に配慮したライフスタイル。

環境負荷の低い家庭用品、インテリアなどを
利用するほか、エコツーリズムなどにも参加
します。
そしてもう一つ特徴的なのは従来の考え方

にとらわれない革新性を持ち、自己啓発のた
めの投資を惜しまないということ。
日本でもすでにロハスを打ち出したさまざ

まな商品が出てきています。さらにデザイナ
ーズマンションを手がける企業がロハスをコ
ンセプトにしたロハスマンションを発表する
など、マンションや住宅にまでロハス化が進
んでいます。

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
と
は
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
や
電
話

番
号
な
ど
の
情
報
を
四
角
い
モ
ザ
イ
ク

状
に
変
換
し
、
携
帯
電
話
な
ど
で
読
み

込
め
る
コ
ー
ド
の
こ
と
で
す
。

従
来
の
バ
ー
コ
ー
ド
に
替
わ
る
「
二

次
元
バ
ー
コ
ー
ド
」
と
呼
ば
れ
る
も
の

の
一
種
で
、「
よ
り
多
く
の
情
報
を
」

「
よ
り
小
さ
く
」「
よ
り
多
く
の
文
字
種

で
」
表
示
し
た
い
と
い
う
ニ
ー
ズ
に
応

え
て
開
発
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
向
の
情

報
の
み
で
あ
っ
た
バ
ー
コ
ー
ド
に
対
し

縦
横
の
方
向
に
情
報
を
持
た
せ
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
記
録
可
能
な
情
報
量
が
飛

躍
的
に
ア
ッ
プ
。
さ
ら
に
「
誤
り
訂
正

機
能
」
に
よ
り
コ
ー
ド
が
多
少
汚
れ
た

と
し
て
も
、
デ
ー
タ
を
読
み
取
れ
る
利

点
も
あ
り
ま
す
。

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
は
、
自
分
で
も
携
帯
各

社
な
ど
の
サ
イ
ト
を
利
用
す
れ
ば
手
軽

に
作
成
で
き
、
画
像
と
し
て
保
存
・
印

刷
、
メ
ー
ル
送
信
も
可
能
で
す
。
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
に
ビ
ジ
ネ
ス
に
今
後
大
き
な

市
場
拡
大
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ｉ
Ｃ
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド




